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17 その他の環境要素（電波障害） 

計画地及びその周辺において、表1.4.17-1に示すとおり、テレビ放送等の受信状況

を調査し、存在・供用時における電圧変化等の発生（パワーコンディショナ等の稼

働）に伴う電波障害の影響について、予測及び評価を行った。 

 

表1.4.17-1 影響要因の区分と環境要素の区分、並びに調査項目との関係（電波障害） 

影響要因の区分 環境要素の区分 調査項目 

存在・供用に 

よる影響 

電圧変化等の発生

（パワーコンディ

ショナ等の稼働） 

その他の環境要素 

・電波障害 

テレビ放送等の受信状況 

 

17.1 調 査 

(1) 調査項目 

本事業に伴う電波障害の影響について予測するための基礎資料を得ることを目的

に、表1.4.17-1に示す項目について調査を行った。 

 

(2) 調査方法 

電波障害の調査内容は、表1.4.17-2に示すとおりである。 

 

表1.4.17-2 調査内容（電波障害） 

環境要素 調査項目 調査方法（概要） 調査頻度・時期等 

その他の環境要素 

・電波障害 

テレビ放送等

の受信状況 

既存文献等又は聞き取りを参考

に、現地踏査により、テレビ放

送等の受信状況を確認する方法 

１回 

 

(3) 調査地域及び地点 

電波障害の調査地域は図1.4.17-1に示すとおり、計画地南西側に位置する東地地区

の集落とした。 

 

(4) 調査期間 

電波障害の調査期間は、表1.4.17-3に示すとおりである。 

 

表1.4.17-3 調査期間（電波障害） 

調査項目 調査期間 

テレビ放送等の受信状況 現地踏査、聴き取り：令和３年 10 月４日 
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(5) 調査結果 

計画地南西側に位置する東地地区の集落には、約70世帯の住居や東地文化センター

等の集会施設等が存在している。これらの住居や集会施設等では、テレビ放送及びラ

ジオ放送の受信が可能である。また、計画地直近の住居等は集落の集会施設である東

地文化センターであり、計画地境界から約280ｍに位置している（図1.4.17-1参照）。 

ただし、東地地区のテレビ放送の受信実態については、共同アンテナにより受信し

ているものの、アンテナの老朽化に伴い令和４年４月から順次ケーブルテレビへ全戸

移行すると東地地区からお話を伺っている。 

東地地区で受信可能なテレビ放送（地上デジタル放送）及びラジオ放送の送信状況

は、表1.4.17-4及び表1.4.17-5(1)～(2)に示すとおりである。周波数帯は、テレビ放

送（地上デジタル放送）が473～503MHz、ラジオ放送のＡＭ放送が594～1602kHz、Ｆ

Ｍ放送が76～92.2MHzである。 

 

表1.4.17-4 東地地区で受信可能なテレビ放送（地上デジタル放送）の送信状況 

送信局 
ﾘﾓｺﾝ 

番号 
ﾁｬﾝﾈﾙ 放送局 

送信 

ｱﾝﾃﾅ高 

（ｍ） 

周波数 

（MHz） 

送信 

出力 

（kW） 

長野局 

（美ヶ原） 

1 17 NHK 総合 2091 497 

1 

2 13 NHK 教育 2091 473 

4 14 テレビ信州 2076 479 

5 18 長野朝日放送 2076 503 

6 16 信越放送 2091 491 

8 15 長野放送 2081 485 

資料：「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」 

（日本放送協会・一般社団法人日本民間放送連盟監修 株式会社 NHK アイテック発行） 

 

表1.4.17-5(1) 東地地区で受信可能なラジオ放送（ＡＭ放送）の送信状況 

放送局 放送局 

送信 

ｱﾝﾃﾅ高 

（ｍ） 

周波数 

（kHz） 

送信 

出力 

（kW） 

NHK 東京第１放送 東京局 － 594 300 

NHK 東京第１放送 東京局 － 693 500 

NHK 長野第１放送 

長野局 - 819 5 

小諸局 - 1026 0.1 

上田局 - 1341 0.1 

NHK 長野第２放送 

長野局 - 1467 1 

小諸局 - 1539 0.1 

上田局 - 1602 0.1 

信越放送 佐久局 - 1458 0.1 

資料：「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」 

（日本放送協会・一般社団法人日本民間放送連盟監修 株式会社 NHK アイテック発行） 
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表1.4.17-5(2) 東地地区で受信可能なラジオ放送（ＦＭ放送）の送信状況 

放送局 放送局 

送信 

ｱﾝﾃﾅ高 

（ｍ） 

周波数 

（MHz） 

送信 

出力 

（kW） 

NHK FM 長野 
長野局 

（美ヶ原） 
2086 84.0 0.5 

信越放送 
長野局 

（美ヶ原） 
2067 92.2 1 

長野エフエム放送 
長野局 

（美ヶ原） 
2056 79.7 1 

Fm さくだいら 佐久局 － 76.5 0.02 

道路交通情報通信ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ － － 76～90 各局ごと 

資料：「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」 

（日本放送協会・一般社団法人日本民間放送連盟監修 株式会社 NHK アイテック発行） 

 

17.2 予測及び評価の結果 

電波障害に係る予測事項は表1.4.17-6に、予測手法の概要は表1.4.17-7に示すと

おりである。 

 

表1.4.17-6 電波障害に係る予測事項 

 予測事項 

存在・供用によ

る影響 

パワーコンディショナの稼働によるテレビ放送等の受信障害の程度 

 

表1.4.17-7 その他の環境要素（電波障害）に係る予測手法（存在・供用による影響） 

影響要因の区分 予測事項 予測方法 予測地域・地点 予測対象時期等 

存在・供

用による

影響 

電圧変化等の

発生 

パ ワ ー コ ン

ディショナの

稼働によるテ

レビ放送等の

受信障害の程

度 

既存文献又は

類似事例等に

より予測する

方法 

計画地南西側

に位置する東

地地区の集落

内の代表地点

として計画地

に近い１地点

（東地文化セ

ンター） 

施設の稼働が

定常状態とな

る時期 

 



- 1.4.17-5 - 

(1) パワーコンディショナの稼働によるテレビ放送等の受信障害の程度 

① 予測地域及び地点 

予測地域は調査地域と同様とし、計画地南西側に位置する東地地区の集落とした。 

予測地点は東地地区の集落内の代表地点として計画地に近い１地点（東地文化セン

ター）とした（図1.4.17-1参照）。 

 

② 予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態となる時期とした。 

 

③ 予測方法 

計画地内に設置する主要施設のうち、パワーコンディショナの主要構成要素である

インバータは、高周波スイッチングによりDC（直流）－AC（交流）変換するため、ス

イッチングノイズが発生する。そのノイズにより電磁妨害波を放射し、計画地周辺の

テレビ放送やラジオ放送の受信環境に影響を及ぼす可能性がある。このため、パワー

コンディショナを電波障害に影響を及ぼす発生源とし、予測を行うこととした。 

 

ア 予測手順 

予測は、パワーコンディショナの稼働により発生する電界強度注）から距離減衰を

考慮し、予測地点（東地文化センター）における電界強度を予測した。 

予測手順は、図1.4.17-2に示すとおりである。 

 

 

図1.4.17-2 パワーコンディショナの稼働による電界強度の予測手順 

 

 
注）電界強度とは、電波の強さの物理量である。単位は、V/m：ボルト毎メートル。 

パワーコンディショナの種類・台数 

発生源及び予測地点の位置 

事業計画 

予測地点での電界強度 

予測計算 

パワーコンディショナの電界強度 
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イ 予測式 

予測式は、一般的に電界強度は距離の２乗に比例して減衰することから、以下の式

を用いた。 

 

Ｌi＝Ｌ0－10･log10(r0/ri)2 

 

Ｌi：予測地点における発生源（i）ごとの電界強度（dBμV/ｍ） 

Ｌ0：基準点（ここではパワーコンディショナの電界強度を測定した点）にお

ける電界強度（dBμV/ｍ） 

ｒ0：発生源から基準点までの距離（ｍ） 

ｒi：発生源から予測地点までの距離（ｍ） 

 

また、予測地点における電界強度は、以下に示す複数発生源による電界強度の合

成式より算出した。 

 

 
 

Ｌ  ：予測地点における合成電界強度（dBμV/ｍ） 

Ｌi：予測地点における発生源ごとの電界強度（dBμV/ｍ） 

ｎ  ：発生源の数 

 

ウ 予測条件の設定 

 パワーコンディショナの種類・台数・電界強度 

パワーコンディショナの種類・台数・電界強度は、表1.4.17-8に示すとおりであ

る。 

 

表1.4.17-8 パワーコンディショナの種類・台数・電界強度 

種類 
台数 

（台） 

周波数帯 

（Hz） 

１台あたりの基準点（10ｍ）

における電界強度 

（dBμV/ｍ） 

パワーコン

ディショナ 

(4,400kW) 

7 

500k～1.6M（ラジオＡＭ放送帯域） 80 

30M～230M（ラジオＦＭ放送帯域） 40 

230M～1G（テレビ放送帯域） 47 

注）電界強度は、500kHz～1.6MHz は既存文献より、30MHz～230MHz・230MHz～1GHz はメーカー資料より

設定した。 

資料：メーカー資料、「太陽光発電システムからの電磁妨害波規制の技術動向」(平成25年１月、年報 NTT

ファシリティーズ総研レポート) 

 

 パワーコンディショナの位置 

パワーコンディショナ（発生源）の位置は、図1.4.17-3に示すとおりである。 

なお、発生源の高さは地上１ｍとした。
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④ 予測結果 

パワーコンディショナの稼働による電界強度の予測結果は、表1.4.17-9に示すと

おりである。 

予測地点におけるラジオＦＭ放送帯域及びテレビ放送帯域の電界強度は12dB

μV/ｍ及び19dBμV/ｍと十分に低減されており、受信障害は感じられないレベルであ

ると予測する。また、予測地域のテレビ放送の受信はケーブルテレビにより行われる

予定のため、受信障害を引き起こすことはないと予測する。 

予測地点におけるラジオＡＭ放送帯域の電界強度は52dBμV/ｍであり、これに対し、

ＡＭ放送受信地域におけるＡＭラジオ放送帯域の推定電界強度は約80dBμV/ｍであ

り、推定電界強度の方が高く、Ｓ/Ｎ比（放送波（Ｓ）と放射妨害波（Ｎ）の比）は28

dBμV/ｍとなり、ほぼ受信障害は感じられないレベルであると予測する。 

 

表1.4.17-9 パワーコンディショナの稼働による電界強度の予測結果 

予測地点 
周波数帯 

（Hz） 

予測結果 

（dBμV/ｍ） 
備考 

東地文化

センター 

500k～1.6M（ラジオＡＭ放送帯域） 52 

既存文献による受信地域（山

梨県北杜市）でのＡＭラジオ

放送波の電界強度は 765kHz

で約 80dBμV/ｍ注） 

30M～230M（ラジオＦＭ放送帯域） 12 － 

230M～1G（テレビ放送帯域） 19 － 

注）既存文献による受信地域でのＡＭラジオ放送波の電界強度は、「太陽光発電システムからの電磁妨害

波規制の技術動向」(平成 25 年１月、年報 NTT ファシリティーズ総研レポート)より引用した。 

 

⑤ 予測結果の信頼性 

予測結果の信頼性に係る条件の設定内容及び予測結果との関係は、表1.4.17-10に

示すとおりである。 

予測にあたっては、パワーコンディショナの稼働による電界強度の発生条件をメー

カー資料や既存文献等に基づいて設定し、パワーコンディショナの種類や配置を事業

計画に基づいて設定している。このため、予測結果は環境影響の程度を評価するに

あたって信頼性を有していると考えられる。 

 

表1.4.17-10 予測結果の信頼性に係る条件設定内容と予測結果との関係 

項 目 設定内容 予測結果との関係 

パワーコンディショ

ナの稼働による電界

強度の発生条件 

メーカー資料や既存文献

等に基づいて設定してい

る。 

メーカー資料や既存文献等に基づいてお

り、予測結果については影響の程度を把握

できる条件を考慮していると考える。 

パワーコンディショ

ナの種類及び配置 

事業計画に基づいて設定

している。 

事業計画に基づいており、予測結果につい

ては影響の程度を把握できる条件を考慮

していると考える。 
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⑥ 環境保全措置の内容と経緯 

本事業の実施にあたっては、できる限り環境への影響を緩和させるため、

表1.4.17-11に示す環境保全措置を講じる方針である。 

 

表1.4.17-11 環境保全措置（存在・供用による影響） 

環境保全措置 環境保全措置の内容 
環境保全措置

の種類注) 

パワーコンディショナの配

置の配慮（集落との離隔距

離の確保） 

東地地区の集落への電波障害の影響を低減する

ため、パワーコンディショナを計画地境界から

極力離して配置する。 

低 減 

定期的な保守点検の実施 

事業に関するすべての施設、機器を定期的に点

検する。パワーコンディショナの異常が確認さ

れた場合には、修理・交換等の適切な対応を行

う。 

低 減 

受信障害時の対応 

本事業に起因して新たなテレビ放送やラジオ放

送の受信障害が生じた場合には、適切な障害対

策を講じる。 

また、テレビ放送やラジオ放送の受信障害に関

する住民からの問合せに対し、迅速かつ適切な

対応を行う。 

代 償 

注）環境保全措置の種類 

   回 避：全部または一部を行わないこと等により、影響を回避する。 

   低 減：継続的な保護または維持活動を行うこと等により、影響を低減する。 

   代 償：代用的な資源もしくは環境で置き換えまたは提供すること等により、影響を代償する。 

 



- 1.4.17-10 - 

⑦ 評価方法 

調査結果、予測結果及び環境保全措置の内容を踏まえ、電波障害に係る環境影響が

実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されているかについて評価を行った。 

 

⑧ 評価結果 

計画地南西側に位置する東地地区の集落においては、本事業のパワーコンディショ

ナの稼働によりテレビ放送及びＦＭラジオ放送の受信障害は感じられないレベルで

あり、ＡＭラジオ放送の受信障害はほぼ感じられないレベルであると考えられるが、

事業の実施にあたっては、「⑥ 環境保全措置の内容と経緯」に示したように、事業

者としてできる限り環境への影響を緩和するため、「パワーコンディショナ等の配置

の配慮（集落との離隔距離の確保）」、「定期的な保守点検の実施」、「受信障害時

の対応」といった環境保全措置を講じる計画である。 

以上のことから、パワーコンディショナの稼働による電波障害への影響については、

事業者の実行可能な範囲内でできる限り低減・代償され、環境保全への配慮が適正に

なされていると評価する。 

 

 


